
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施していますが、より多くの方に応急手当の普及啓発をしていくには、各種団体の連携・

  ご自身が勤務している職場や居住している自治会などにおいて、その従業員や 
 住民などに、救命講習を指導できる方をいいます。 

 

 

 

 

 ・普通救命講習や救命入門コースを開催することができます。 
 
 ・講習に必要な資器材（訓練用人形、ＡＥＤトレーナー、講習用ＤＶＤなど）を 
  借りることができます。 
 
 ・ 普通 
   救命講習修了証や救命入門 
  コ ー ス 参加証 を 発行 す る 
  ことができます。 

 

（例）普通救命講習Ⅰ修了証 

（表）             （裏） 



 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講習種別 講習時間 講習内容等 

救命入門コース
９０分 

 

小学生の中高学年、普通救命講習の時間が取れない方、これか
ら普通救命講習の受講を希望する方を対象とした胸骨圧迫とＡＥ
Ｄを中心に学ぶ講習 

救命講習 2時間未満 
胸骨圧迫と AEDを中心に学ぶ講習 
ただし、修了証や参加証は交付できません。 

普通救命講習Ⅰ ３時間 救命に必要な応急手当（成人に対する方法）の講習 

普通救命講習Ⅱ ４時間 
救命に必要な応急手当（成人に対する方法）知識の確認、実技
評価を行う講習  ※一定の頻度で応急手当をする方が対象 

普通救命講習Ⅲ ３時間 
救命に必要な応急手当（小児、乳児、新生児に対する方法）を学
ぶ講習 

実技救命講習 ２時間 

e-ラーニング講習を受講して概ね１ヶ月以内又は救命入門コース
に参加してから 12 ヶ月以内に受講することで、普通救命講習Ⅰ
又はⅢの修了証を交付する講習 

 

  応急手当普及員講習Ⅰ（３日間）を受講し、効果測定に合格すると応急手当普及員 

 として認定されます。 
応急手当普及員講習Ⅰのカリキュラム 

項  目 時間（分） 

基礎的な知識 

技能 

基礎知識（講義） 120 

540 救命に必要な応急手当の基礎実技 240 

その他の応急手当の基礎実技 180 

指導要領 基礎医学・資器材の取扱い要領・指導技法 300 

780 

救命に必要な応急手当の指導要領 

 心肺蘇生法に関する知識の確認（筆記試験）、心肺蘇生 

 法の指導に関する実技の評価（実技試験）を含む。 

360 

各種手当ての組み合わせ・応用の指導要領 120 

効果測定・指導内容に関する質疑への対応 120 

合計時間 1,440 

 

大垣消防組合では 、夏に応急手当普及員講習を開催しています 。 

開催日は、ホームページ等でお知らせします。 

応急手当普及員に関するお問合せは 

大垣消防組合 救急課 までお願いします。 

電 話 ０５８４－８７－１５１３（直通） 

メール kyukyu@ogaki-syoubou.or.jp 

 


